
障 害 福 祉 計 画 （ 第 ３ 期 計 画 ） の 策 定 に つ い て  

１  計 画 の 位 置 づ け  

 第 ３ 期 障 害 福 祉 計 画 は 、 障 害 者 自 立 支 援 法 第 ８ ８ 条 に 規 定 す る

計 画 で あ り 、 流 山 市 の 障 害 者 施 策 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 供 給 体 制

の 確 保 に 関 す る 目 標 等 を 定 め る 計 画 で す 。  

２  計 画 の 期 間  

 平 成 ２ ３ 年 度 に 策 定 す る 次 期 計 画 は 、 平 成 ２ ４ 年 度 か ら 平 成 ２

６ 年 度 ま で の ３ 年 間 の 第 ３ 期 障 害 福 祉 計 画 と す る も の で す 。  

３  策 定 の 理 念  

 障 害 の 有 無 に か か わ ら ず 、 誰 も が 相 互 に 人 格 と 個 性 を 尊 重 し 支

え あ う 共 生 社 会 を 目 指 し ま す 。  

 共 生 社 会 に お い て は 、 障 害 者 は 社 会 の 対 等 な 構 成 員 と し て 人 権

を 尊 重 さ れ 、 自 己 選 択 と 自 己 決 定 の も と に 社 会 の あ ら ゆ る 活 動 に

参 加 、 参 画 す る と と も に 、 社 会 の 一 員 と し て そ の 責 任 を 分 担 し ま

す 。  

 共 生 社 会 と い う 地 域 社 会 を 創 生 し て い く た め に 、 障 害 の 有 無 に

か か わ ら ず 、 全 市 民 が 参 画 ・ 協 働 し て ま ち づ く り を 推 進 し て い く

必 要 が あ り ま す 。  

 こ の 計 画 で は 、「 共 に 生 き 、共 に 築 く 、私 た ち の ま ち ー 流 山 」を

基 本 理 念 と し ま す 。  

４  計 画 の 概 要  

（ １ ）  障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 実 施 状 況  

（ ２ ）  障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 の 見 込 み 量  

（ ３ ）  障 害 福 祉 計 画 の 計 画 期 間  
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